
一
頁

政
令
第
三
百
九
十
五
号

教
育
基
本
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法

律
第
百
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第

十
六
条
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
九
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、

第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
四
十
八
号
を
第
四

十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
七

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
五
条
第
四
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項

第
二
十
二
条
第
一
項
中
第
四
十
九
号
を
第
四
十
八
号
と
し
、
第
五
十
号
を
削
り
、
第
五
十
一
号
を
第
四
十
九
号
と
し
、
第

別添２



二
頁

五
十
二
号
か
ら
第
六
十
三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
五
条
第
二
項

（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

第
二
十
一
号
を
第
二
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
一

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
五
条
第
二
項

附

則



三
頁

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

２

医
療
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
十
九
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
十
八
号
」
に
改
め
る
。



教
育
基
本
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
理
に
関
す
る
政
令
新
旧
対
照
表

目
次

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
〔
第
一
条
関
係
〕

1

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
〔
第
二
条
関
係
〕

6

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
）
〔
第
三
条
関
係
〕

8

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
医
療
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
〔
附
則
第
二
項
関
係
〕

10



- 1 -

○
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
〔
第
一
条
関
係
〕

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
二
十
二
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
等
を
国
と
み
な
し
て

第
二
十
二
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
等
を
国
と
み
な
し
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
（
略
）

一

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
（
略
）

（
削
除
）

二

教
育
基
本
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
九

条
第
二
項

二

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
略
）

三

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
（
略
）

三

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
（
略
）

四

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
（
略
）

四

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
略
）

五

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
略
）

（
削
除
）

六

削
除

五

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

七

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
（
略
）

二
十
三
号
）
（
略
）

六

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
（
略
）

八

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
（
略
）

七

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
（
略
）

九

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
（
略
）

八

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
略
）

十

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
略
）

九

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
略
）

十
一

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
略
）

十

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
（
略
）

十
二

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
（
略
）

十
一

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
略
）

十
三

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
略
）
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十
二

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
（
略
）

十
四

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
（
略
）

十
三

覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
略
）

十
五

覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
略
）

十
四

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
（
略
）

十
六

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
（
略
）

十
五

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
略
）

十
七

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
略
）

十
六

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
（
略
）

十
八

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
（
略
）

十
七

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
九

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
略
）

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
略
）

十
八

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

二
十

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
略
）

十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
略
）

十
九

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
略
）

二
十
一

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
略
）

二
十

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
（
略
）

二
十
二

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
（
略
）

二
十
一

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
略
）

二
十
三

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
略
）

二
十
二

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
（
略
）

二
十
四

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
（
略
）

二
十
三

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
略
）

二
十
五

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
略
）

二
十
四

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
（
略
）

二
十
六

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
（
略
）

二
十
五

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十

二
十
七

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十

一
年
法
律
第
一
号
）
（
略
）

一
年
法
律
第
一
号
）
（
略
）

二
十
六

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
（
略
）

二
十
八

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
（
略
）

二
十
七

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年

二
十
九

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

法
律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

二
十
八

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
略
）

三
十

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
略
）

二
十
九

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法

三
十
一

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法

律
第
百
三
十
六
号
）
（
略
）

律
第
百
三
十
六
号
）
（
略
）
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三
十

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
（
略
）

三
十
二

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
（
略
）

三
十
一

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十

三
十
三

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十

四
号
）
（
略
）

四
号
）
（
略
）

三
十
二

船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
四
十
号

三
十
四

船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
四
十
号

）
（
略
）

）
（
略
）

三
十
三

半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四

三
十
五

半
導
体
集
積
回
路
の
回
路
配
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
四

十
三
号
）
（
略
）

十
三
号
）
（
略
）

三
十
四

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

三
十
六

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
（
略
）

一
年
法
律
第
六
十
五
号
）
（
略
）

三
十
五

集
落
地
域
整
備
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
略
）

三
十
七

集
落
地
域
整
備
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
略
）

三
十
六

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十

三
十
八

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十

六
号
）
（
略
）

六
号
）
（
略
）

三
十
七

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

三
十
九

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
（
略
）

九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
（
略
）

三
十
八

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
（

四
十

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
（
略

略
）

）

三
十
九

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

四
十
一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

四
十

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

四
十
二

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

第
百
四
号
）
（
略
）

律
第
百
四
号
）
（
略
）

四
十
一

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
（

四
十
三

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
（

略
）

略
）

四
十
二

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（

四
十
四

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
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略
）

略
）

四
十
三

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察

四
十
五

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
（
略
）

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
（
略
）

四
十
四

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（

四
十
六

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
略
）

平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
一
号
）
（
略
）

四
十
五

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
（
略
）

四
十
七

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
（
略
）

四
十
六

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

四
十
八

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
略
）

十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
略
）

四
十
七

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
五
条
第
四
項
及
び
第

（
新
設
）

十
五
条
第
二
項

四
十
八

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
、
第

四
十
九

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
、
第

三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
五

三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
五

（
削
除
）

五
十

削
除

四
十
九

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）

五
十
一

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）

（
略
）

（
略
）

五
十

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
六
号

五
十
二

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
六

）
（
略
）

号
）
（
略
）

五
十
一

歯
科
技
工
士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
（
略
）

五
十
三

歯
科
技
工
士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
（
略
）

五
十
二

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）

五
十
四

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）

（
略
）

（
略
）

五
十
三

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百

五
十
五

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百

二
十
六
号
）
（
略
）

二
十
六
号
）
（
略
）

五
十
四

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二

五
十
六

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
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十
七
号
）
（
略
）

十
七
号
）
（
略
）

五
十
五

視
能
訓
練
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
（
略

五
十
七

視
能
訓
練
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
（
略

）

）

五
十
六

歯
科
衛
生
士
法
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
（
略
）

五
十
八

歯
科
衛
生
士
法
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
（
略
）

五
十
七

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施

五
十
九

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
一
号
）
（
略
）

行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
一
号
）
（
略
）

五
十
八

柔
道
整
復
師
法
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
二
号
）
（
略
）

六
十

柔
道
整
復
師
法
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
二
号
）
（
略
）

五
十
九

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令

六
十
一

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令

第
三
百
四
十
五
号
）
（
略
）

第
三
百
四
十
五
号
）
（
略
）

六
十

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令

六
十
二

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政

第
二
十
六
号
）
（
略
）

令
第
二
十
六
号
）
（
略
）

六
十
一

景
観
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
八
号
）
（
略
）

六
十
三

景
観
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
八
号
）
（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
〔
第
二
条
関
係
〕

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
二
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

第
二
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

を
準
用
す
る
。

を
準
用
す
る
。

（
削
除
）

一

教
育
基
本
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
九
条
第
二
項

一

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
略
）

二

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
略
）

二

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
略
）

三

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
略
）

三

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
（
略
）

四

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
（
略
）

四

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
（
略
）

五

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
（
略
）

五

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
（
略
）

六

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
（
略
）

六

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
略
）

七

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
（
略
）

七

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
（
略
）

八

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
（
略
）

八

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
略
）

九

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
略
）

九

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
（
略
）

十

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
（
略
）

十

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
略
）

十
一

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
（
略
）

十
一

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
（
略
）

十
二

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
（
略
）

十
二

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

十
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

十
三

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
（
略
）

十
四

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
（
略
）
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十
四

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四

十
五

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
四

号
）
（
略
）

号
）
（
略
）

十
五

集
落
地
域
整
備
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
略
）

十
六

集
落
地
域
整
備
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
略
）

十
六

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九

十
七

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九

年
法
律
第
四
十
九
号
）
（
略
）

年
法
律
第
四
十
九
号
）
（
略
）

十
七

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

十
八

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

十
八

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

十
九

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
百
四
号
）
（
略
）

第
百
四
号
）
（
略
）

十
九

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
略

二
十

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
略

）

）

二
十

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
（
略
）

二
十
一

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
（
略
）

二
十
一

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
二

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
略
）

十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
略
）

二
十
二

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
五
条
第
二
項

（
新
設
）

二
十
三

景
観
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
八
号
）
（
略
）

二
十
三

景
観
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
八
号
）
（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○
地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
）
〔
第
三
条
関
係
〕

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
他
の
法
令
の
準
用
）

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
十
三
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
第
二
十
一
号
及

第
十
三
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
第
二
十
一
号
及

び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に

び
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
に

限
る
。
）
を
、
都
道
府
県
（
都
道
府
県
の
加
入
す
る
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合

限
る
。
）
を
、
都
道
府
県
（
都
道
府
県
の
加
入
す
る
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都
道
府
県
及
び
都
道
府
県
以
外
の

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都
道
府
県
及
び
都
道
府
県
以
外
の

地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
と
、
そ
の
他
の
も
の

地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
と
、
そ
の
他
の
も
の

に
あ
っ
て
は
市
町
村
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

に
あ
っ
て
は
市
町
村
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
削
除
）

一

教
育
基
本
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
九
条
第
二
項

一

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
（
略
）

二

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
（
略
）

二

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
略
）

三

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
略
）

三

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
（
略
）

四

漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
（
略
）

四

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
略
）

五

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
略
）

五

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
（
略
）

六

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
（
略
）

六

覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
略
）

七

覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
略
）

七

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
（
略
）

八

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
（
略
）

八

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
（
略
）

九

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
（
略
）

九

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
（
略
）

十

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
（
略
）

十

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
（
略
）

十
一

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
（
略
）
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十
一

工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
略
）

十
二

工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
略
）

十
二

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
略
）

十
三

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
略
）

十
三

公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十

十
四

公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十

号
）
（
略
）

号
）
（
略
）

十
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

十
五

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

十
五

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
（
略
）

十
六

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
（
略
）

十
六

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

十
七

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
略
）

十
七

大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第

十
八

大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第

八
十
七
号
）
（
略
）

八
十
七
号
）
（
略
）

十
八

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
略

十
九

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
（
略

）

）

十
九

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
略
）

二
十

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
略
）

二
十

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
略
）

二
十
一

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
略
）

二
十
一

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
五
条
第
二
項

（
新
設
）

二
十
二

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）

二
十
二

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）

（
略
）

（
略
）

二
十
三

不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
（
略
）

二
十
三

不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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○
医
療
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
〔
附
則
第
二
項
関
係
〕

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部

第
四
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
十
八
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め

第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
十
九
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め

「

「

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の

主
務
大
臣

当
該
病
院
、

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の

主
務
大
臣

当
該
病
院
、

五
の
表
第
四
条
第
一
項
の

は
助
産
所
の

五
の
表
第
四
条
第
一
項
の

は
助
産
所
の

項

あ
る
国
立
大

項

あ
る
国
立
大

、
同
条
第
二
項
の
表
中

、
同
条
第
二
項
の
表
中

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の

主
務
大
臣

当
該
診
療
所

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の

主
務
大
臣

当
該
診
療
所

五
の
表
第
四
条
第
二
項
の

で
あ
る
国
立

五
の
表
第
四
条
第
二
項
の

で
あ
る
国
立

項

項

「

「

診
療
所
又

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の

主
務
大
臣

当
該
診
療
所
の
開

診
療
所
又

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の

主
務
大
臣

当
該
診
療
所
の
開

開
設
者
で

五
の
表
第
三
条
の
二
の
項

で
あ
る
国
立
大
学

開
設
者
で

五
の
表
第
三
条
の
二
の
項

で
あ
る
国
立
大
学

学
法
人

及
び
第
四
条
第
二
項
の
項

学
法
人

及
び
第
四
条
第
二
項
の
項

を

を

の
開
設
者

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の

主
務
大
臣

当
該
病
院
、
診
療

の
開
設
者

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の

主
務
大
臣

当
該
病
院
、
診
療

大
学
法
人

五
の
表
第
四
条
第
一
項
の

は
助
産
所
の
開
設

大
学
法
人

五
の
表
第
四
条
第
一
項
の

は
助
産
所
の
開
設

項

あ
る
国
立
大
学
法

項

あ
る
国
立
大
学
法

」

」
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設
者

設
者

法
人

法
人

に
改
め
る
。

に
改
め
る
。

所
又

所
又

者
で

者
で

人

人

」

」
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